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新型インフル王ンザ（フェ伽ズ4以降）対策ガイドライン全体概略図  

新 型 イ ン ヲ ル 王 シ ザ 対 策 本 部 設 置  

水際対策：国外からの流入を阻止  

入国者への検疫強化（検疫ガイドライン）  

有症者・・・感染症指定医療機関に停留  

無症状者・・，スクリーニング（質問票－サーモグラフイ）  

→濃厚接触者・・・（通常の）医療機関に停留  

→その他同乗者・・・健康監視（外出自粛、健康状況報告、マスク配布等）  
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フェーズ4A～   新型インフルエンザの検疫対応  

考えられる症例定義  
＊機内検疫  

の実施   
○新型インフルエンザ様症状あり  

○潜伏期間内に新型インフルエンザ  

流行地域に渡航歴あり  

○潜伏期間内に新型インフルエンザ  

患者と接触歴あり  

感染症指定医療  

機関等へ搬送  
感染症指定医療機関に検  

査結果が判明するまでの  

間停留  

【検疫法第16条】  検査  
ORT－PCR又はPCR法  

OLAMP法 等  

国立感染症  

研究所  
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検疫所で実施するPCR検査の結果  
判明まで、機内・船内若しくは空港・  
港湾施設内等適切な場所で待機。  

陽性の場合には、医療機関（満床の  

場合は、自治体の協力を得て確保し  
た入院代替施設等）へ潜伏期閣内  

の停留を 実施。  

感染症指定医療機関に隔離  

【検疫法15条】  

感染症法に基づく措置  

・質問一調査  

1．マスクの配付（帰宅時の着用を義務づけ）  
2．各都道府県宛に入国者に係る事前通報  
3．健康監視 → 各都道府県へ監視依頼  
①潜伏期間中の外出の自粛  
②有症者の検査結果が陽性の場合は、潜伏期間中の朝夕の  
体温の確認、異状が生じた場合、保健所、検疫所に報告。た  
だし、検査結果が陰性の場合は、潜伏期間中に発熱、呼吸困  
難等、身体に異状が生じた場合、保健所及び検疫所に報告。  

指定された医療機関等で診察を受ける等、必要な措置を仰ぐ  

【感染症法第15条の2】  
同乗者  

・健康診断の勧告・措置  

【感染症法第17条】  
準検疫の実施  
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・入院勧告一措置  
【感染症法第19条、20条  

1▲マスクの配付（帰宅時の着用を義務づけ）  

2．健康監視【検疫法第18条の2】  

①潜伏期間中の外出の自粛  

②潜伏期間中、発熱、呼吸困難等身体に異状  
が生じた場合、保健所その他医療機関を受診  

その他必要な措置を指示  

症状発現  

＊渡航者等への情報提供  

・航空会社への協力依頼  

■ポスター等による注意喚起  

・検疫ブースによる呼びかけ   

④都道府県宛に通知  



新型インフルエンザ対策（フェーズ4以降）におけるサーベイランスガイドライン（概要）   



新型インフルエンザ積極的疫学調査ガイドライン（概要）  

－NESIDに要観察例登録  

・予め指定されている医療機関への受診を  

指示  

・必要があれば患者搬送を依頼  

→採取された検体を地方衛生研究所に搬入  

・症例基本・臨床調査  

・症例行動調査  

．lゝ  

1・・ト PCR検査等で新型インフルエ  

ンザに合致するH亜型陰性  
■  
■  

■必要に応じて再検査  

■新型インフルエンザが否定されれば  

観察終了   



新型インフルエンザ発生初期における   

早期対応戦略ガイドライン（概要）  

住民への抗ウイルス薬  
目的   

抗ウイルス薬   

予防投与方法  予防投薬対象者   

①  家庭・施設内予防投薬   感染拡大防止   
症例の家庭・保育施設・学校一職  

場等内全員   

②  接触者予防投薬   個人の発病予防   症例の接触者対象   

③  地域内予防投薬   ウイルス封じ込め   市町村（群）内全員  

く∫1  

②＋④  接触者予防投薬作戦：接触者の発症抑制  

①＋②＋④ 家庭1施設内予防投薬作戦：地域単位での感染拡大の抑制  

②＋③＋④ 地域封じ込め作戦：一定条件を満たした場合の発生地域におけるウイルスの封じ込め   



新型インフル工ンザ発生初期における早期対応   



医療体制に関するガイドライン（概要）  

、」   



入院勧告中止後  新型インフルエンザ患者の数が増加し、入院勧告を中止後、   
感染症指定医療機関等以外でも医療が行われる段階  

新型インフルエンザの症状を有する者  

及び患者との接触歴、流行国の渡航歴を有する者等  

土工  
発熱外来央   

＊医療機関以外での感染状況や  

診療の人的体制を勘案し、発熱外  

来の維持の是非を検討する。   
00  



新型インフルエンザ対箕ガイドライン（フェーズ4以降）   

医療施設における感染対策ガイドライン【概要】  

急性期の入院病棟部門  

・N95マスク（サージカルマスク）、  

眼の防護具、手袋、ガウン装着  

・手指衛生  

・環境整備  

・個室管理  

▲患者の移動制限、面会制限  

く」D  

小児科病棟  死亡後の対応  

・入院中の新型インフルエン  

ザ患者と同様  

・家族が接触を希望する場合、  

家族の感染対策  
・遺体を非透過性バッグに入  

れて搬送  

・病理解剖を行う場合は感染  

対策を確実に実施   

・基本的に急性期の入院病棟部門  

と同様  

▲感染対策遵守度が成人に比べて  

低く、親子間り小児同士の接触度  
が高いことに留意  

・精神的なケアに関しては、成人以  

上に注意  



医療機関における診断のための検査  

感染症指定医療機関等  

検体の輸送  臨床検体の採取  事前準備  

○医療従事者の保護   

感染予防のためのPPEの準備  

○臨床検体の種類、採取  

咽頭吸引液、鼻腔吸引液、血液等  

○検体採取時期   

検出対象物に応じた採取時期  

○臨床検体の保管  
検体や保管日数に応じた温度、培地  

○ラベリング   

感染症サーベイランスシステムに  

よる検査依頼票の使用   

①ウイルス輸送培地   

地方衛生研究所においてPBS   

等を用いた培地を作成  

0ウイルス輸送培地の供給   

地方衛生研究所より、感染症指   
定医療機関等へ分配供給  

○検体の容器基準、表記方法   

検体が外部に漏れない3層構造   

の容器  

○検体の表記、輸送手段  

WHO「感染性物質の輸送規則に  
関するガイダンス」に準じた輸送  

0ウイルス輸送培地の保管   

医療機関において、40c又は   

－200cで保管  

保健所、地方衛生研究所、国立感染症研究所等   



新型インフル工ンザワクチン接種に関するガイドライン（概要版）  

プレパンデミックワクチン   パンデミックワクチン   

接種準備開始時期   フェーズ4A宣言直後   フェーズ4以降、製造終了次第   

対象者   医療従事者   全国民（ただし製造量に一定の限界がある場  

社会機能維持者等（※1）   
合は※2の通り）  

相   

供給及び  各省庁・都道府県からの実施計画を受け、  厚生労働省はパンデミックワクチン製造中に新  

接種体制  
厚生労働省は接種対象者と順位を決定。   型インフルエンザウイルスの性質に基づき、接  
フェーズ4A宣言後、正式に決定   種対象者と順位を決定   

実施主体   都道府県   市町村（医療従事者、社会機能維持者等に対         I  
しては都道府県）   

接種方法   集団接種   

接種場所   保健所や保健センターなど（ただし、医療従事者は自らの医療機関にて接種可。社  
会機能維持者において、当該事業所内に診察が可能な施設を有する場合は当該事業所内  

での接種可）   

新型インフルエンザウイルスが成人   新型インフルエンザウイルスが高  

に重症者が多いタイプのウイルスの  齢者に重症者が多いタイプのウイ  
場合   ルスの場合   

死亡者を最小限に  ①医療従事者・社会機能維持者等   ①医療従事者・社会機能維持者等   

することを重視   ②医学的ハイリスク者③成人   ②医学的ハイリスク者③高齢者  
④小児 ④高齢者   ④小児⑤成人   

※1  

社会機能維持者とは以下の群で   

ある   

①治安を維持する者   

②ライフラインを維持する者   

③国又は地方公共団体の危機   

管理に携わる者   

④国民の最低限の生活維持の   

ための情報提供に携わる者   

⑤ライフラインを維持するために   

必要な物資を搬送する者  

芸 芸 2ノ 的ノス 

。 



抗インフルエンザウイルス薬に関するガイドライン  

流通調整  

国内発生前  

○返品を行わないよう、医療機関及び卸売業者に対して指導  
○医療機関や住民に対して不要入手しないよう、情報提供   

国内発生後  

○都道府県は、医療機関ごとの届け出患者数と使用状況に関する情報収集を強化   
涜適薬について、指定する医療機関や発熱外来に集中するよう卸売業者に指導  

○都道府県は、医療機関の悪質な買い占めを公表  
○備蓄薬は、卸売業者を通じて都道府県が指定する医療機関に配送   

使用は都道府県分を優先し、不足しがちな都道府県に対し国の備蓄分を使用  

投与方法  

予防投与  

○早期対応戦略時及び、患者に濃厚接触した医療従事者等でワクチン未接種の者が、十分な防御なく、暴露し  
た場合に投薬   

通常インフルエンザ治療  

○発症後48時間以降や、健常成人で新型インフルエンザの感染が考えにくいなどの場合は、投薬を控える   

感染拡大時  

○発症後48時間以内の服用開始を原則とし、重症入院患者を優先  
○実際に流行するウイルスの性質によって、外来患者に対する投与の優先順位を検討  

リレンザ  

流行しているウイルスがタミフル耐性で、リレンザに感受性を示す場合に使用   



事業者・職場における新型インフル工ンザ対策ガイドライン  

新型インフルエンザの基本的知識  

発生前の準備  
1）危機管理体制の確認（対策本部の設置、連絡体制構築）  
2）情報収集及び周知方法の確立  3）業務運営体制の検討  

4）感染の予防の事前の措置（手洗いの励行、在宅勤務等の業務形態の検討など）  
5）物品の備蓄（マスク、手袋、手指消毒用アルコールなど）  
6）社会機能維持に関わる事業における業務継続の検討（業務を継続する観点から、運営体制を検討）  

発生直後の対応  
1）情報収集及び周知  

2）感染拡大予防の措置（会議、会合、研修等を中止または延期、電話会議やビデオ会議など）  
3）海外勤務、海外出張する従業員等への感染の予防のための措置  
感染国の従業員等及びその家族退避、海外出張の是非等を検討  

4）予防的措置の啓発（「咳（せき）エチケット」、健康状態の自己把握など）  

感染拡大時の対応  

1）情報収集及び周知  

2）業務運営体制の検討（必要に応じた業務の縮小、従業員等の自宅待機など）  

3）感染拡大予防の措置 4）予防的措置の啓発の強化  
5）社会機能維持に関わる事業における業務継続のための体制   



個人および一般家庭・コミュニティ・市町村における感染対策に関する  

ガイドライン 概要  

個人・家庭  

ヒトーヒト感染発生前  

○うがい一手洗い暮マスクの励行  

○食糧・水・日用品の確保一備蓄  

○発熱時の対処  
O「咳エチケット」について  

ヒトーヒト感染発生後  

○情報収集  

○発症者の家庭における留意事項  

○医療の確保への協力  

○不要不急の外出差し控え   



新型インフルエンザ対策ガイドライン（フェーズ4以降）  

情報提供・共有（リスクコミュニケーション）に関するガイドライン【概要】  

フェーズ4以降  

旦  

・新型インフル工ンザ対策推進本部を開催し、本部長  
（厚生労働大臣）からフェーズ4の宣言。  

・情報提供体制の強化（毎日複数回、定時の定例   
記者会見の実施）  

・コールセンターの設置  

・情報提供体制の強化（毎日複数回、定時の定例記  

者会見の実施）  

・コールセンターの設置  

※発生地域の公表の考え方  

国内発生時は、市町村名までを公表。患者のプライバシー保護に十分留意。ただし、接触者への  

公衆衛生対策上必要な場合はその程度に応じて、接触者の感染が疑われる場所と時期を発表。   



埋火葬の円滑な実施に関するガイドライン   

○遺体の保存対策  

1者β道府県は、市町村の協力を得て、火葬場  
の火葬能力を調査  （フェーズ3まで）  

．「－⊥  

■市町村は、都道府県の協力を得て、火葬場の  
火葬能力を超える死亡者が出た場合に備え、一  
時的に遺体を保存するための施設、必要な物資  
等を準備  （フェーズ4・5）  

一市町村は、都道府県等と連携し、火葬場の  
状況を踏まえ、その能力を最大限発揮できる  
ようにするための人員体制、物資等の準備  

（フェーズ4・5）  

二⊥  

エユ  
・都道府県、市町村は保冷機能を有する施設等  
を確保し、遺体を一時的に安置  
・都道府県は、火葬の実施までに長期間を要し、  
公衆衛生の問題が生じる場合には、墓地への埋  

葬を許可するなど状況に応じた措置を検討  

（フェーズ6）  

堵β道府県は、火葬場設置者に対し、火弄炉  
の最大限の稼働を要請   （フェーズ6）  

※ 埋火葬や遺体の保存に当たっては、葬送文化、遺族の宗教的感情にも適切に配慮   


